
課
の
新
設

▼「
子
育
て
支
援
課
」

　

保
育
業
務
や
母
子
保
健
業
務
の
充
実
、

子
ど
も
の
貧
困
対
策
な
ど
を
包
括
的
に
対

応
す
る
た
め「
子
育
て
支
援
課
」を
新
設

▼「
農
林
畜
産
課
」

　
東
海
環
状
自
動
車
道
イ
ン
タ
ー
チ
ェ
ン

ジ
開
通
に
伴
う
農
地
確
保
対
策
や
６
次
産

業
化
に
向
け
た
積
極
的
な
振
興
の
た
め
産

業
課
を
廃
止
し
、「
農
林
畜
産
課
」を
新
設

業
務
の
移
管

▼
母
子
保
健
業
務
の
移
管

　
母
子
保
健
業
務
を
健
康
介
護
課
健
康
係

か
ら
子
育
て
支
援
課
へ
移
管
し
、
健
康
係

を「
成
人
健
康
係
」へ
変
更

▼
観
光
業
務
の
移
管

　
積
極
的
な
企
業
支
援
と
観
光
振
興
を
実

施
す
る
た
め
、
観
光
業
務
を
産
業
課
か
ら

「
ま
ち
づ
く
り
・
企
業
支
援
課
」に
移
管

▼
消
防
団
等
業
務
の
移
管

　
消
防
事
務
の
広
域
化
に
伴
い
、消
防
団
、

消
防
関
係
事
務
を
山
県
市
消
防
本
部
か
ら

「
総
務
課
」に
移
管

４
月
１
日
か
ら
市
役
所
の
組
織
が
変
わ
り
ま
す

問
総
務
課　
人
事
秘
書
室　
℡
22
︱
６
８
２
１

「子育て」に関する窓口は「保健福祉ふれあいセンター1階」に移動

組織の見直しの概要（イメージ）

福祉課
地域福祉係、高齢福祉係
障がい福祉係
児童福祉係（保育園など）

健康介護課
健康係
介護係

産業課
農林基盤整備係、農林振興係
観光係

まちづくり・企業支援課
まちづくり推進係
企業・起業支援係

山県市消防本部

福祉課	 ℡22－6837
地域福祉係、高齢福祉係
障がい福祉係

総務課	 ℡22－6820
行政法務係、管財情報係
防災係（消防関係事務を含む）　

まちづくり・企業支援課
	 ℡22－6831
まちづくり推進係
企業支援係（観光業務を含む）

健康介護課	 ℡22－6838
成人健康係、介護係

　　子育て支援課	 ℡22－6839
子育て支援係（保育園など）
母子健康係

新設

　　農林畜産課	 ℡22－6830
農林基盤整備係、農林振興係

新設

産業課廃止

現　行 改編後

子育て支援課

健康介護課

正面玄関

デイサービス
センター
ふれあい

WC EV
階
段
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◦本人の前年の合計所得金額が120万円未満
→第6段階へ

◦本人の前年の合計所得金額が
　120万円以上200万円未満
　→第7段階へ

◦本人の前年の合計所得金額が
　200万円以上300万円未満
　→第8段階へ

◦本人の前年の合計所得金額が300万円以上
　→第9段階へ

65
歳
以
上
の
人
の

介
護
保
険
料
が

変
わ
り
ま
す

問
健
康
介
護
課　
℡
22
︱
６
８
３
８

保 険 料 の 決 め 方

介
護
保
険
料
は
3
年
ご
と
に
改
定

　

介
護
保
険
料
は
3
年
ご
と
に
見
直
さ

れ
、
平
成
30
年
度
か
ら
新
し
い
保
険
料
と

な
り
ま
す
。

　

高
齢
者
の
増
加
に
伴
い
、
介
護
保
険

サ
ー
ビ
ス
に
か
か
る
費
用
も
年
々
増
加
す

る
傾
向
に
あ
り
ま
す
が
、
段
階
的
に
市
介

護
給
付
費
準
備
基
金
を
取
り
崩
し
な
が
ら

保
険
料
の
上
昇
を
最
小
限
に
抑
え
ま
し

た
。

　
ま
た
、
所
得
の
低
い
人
の
保
険
料
を
軽

減
す
る
た
め
に
、
公
費
を
投
入
し
て
い
ま

す
。

生活保護を受けている

本人が市民税を納めている

同じ世帯に市民税を納めている人がいる

老齢福祉年金を受けている

本人の前年の
合計所得金額＋
課税年金収入額が
80万円以下

本人の前年の
合計所得金額＋
課税年金収入額が
80万円以下

本人の前年の
合計所得金額＋
課税年金収入額が
120万円以下

基準額
×0.45

（軽減前0.5）

年額
27,810円

第1段階

基準額
×0.65

年額
40,170円

第2段階

基準額
×0.75

年額
46,350円

第3段階

基準額
×0.9

年額
55,620円

第4段階

基準額
×1.0

年額
61,800円

第5段階

基準額
×1.2

年額
74,160円

第6段階

基準額
×1.3

年額
80,340円

第7段階

基準額
×1.5

年額
92,700円

第8段階

基準額
×1.7

年額
105,060円

第9段階

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ いいえ
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